
消火栓の使用報告書に関する事務要領 

 

制  定 昭和46年３月23日課長決  

最近改正 令和５年３月27日営業企画担当課長決  

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、公設消火栓の使用に関する要綱及び私設消火栓の使用に関する要綱

に基づき提出される報告書に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。 

（集計方法） 

第２条 消防署長から提出された「公設消火栓使用報告書」に記載された使用水量につい

ては、「局事業及び消火栓水量等調査報告書（営特 3－433）」の公設消火栓欄に集計す

る。ただし、私設消火栓の使用に関する要綱第３条第４号に該当する補給のための使用

水量については、「局事業及び消火栓水量等調査報告書」の私設消火栓欄に集計する。 

２ 消防署長から提出された「私設消火栓使用報告書（営特 3－361）」に記載された使用

水量については、「局事業及び消火栓水量等調査報告書」の私設消火栓欄に集計する。 

３ 消防機関以外の使用者から消防署の証明書を添付して提出された「私設消火栓使用報

告書」に記載された使用水量については、「局事業及び消火栓水量等調査報告書」の私

設消火栓欄に集計する。 

 

 

   附 則 

 この規程は、平成23年11月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平28年５月２日から施行する。 

   附 則 

 この改正規定は、令和５年３月27日から施行する。  



別紙１ 

 

  



別紙２  

 

 

営業担当課長 営業担当課長代理 担当係長 係　　員

件数 水量 件数 水量 件数 水量 件数 水量 件数 水量 件数 水量

１　水道局関係明細
計算月数 使用水量 下水道使用料

か月 m3 円

２　漏水減額水量明細

３　その他明細
件数 水量 備考

計

事由別
算定しない差水量

空家保護中止分

にごり水による減額分

その他

合計

件数 水量
事由別

ナット漏水 ハレツ 器漏その他

事業所名 所管所属 調定番号 徴収月分 備考

局事業及び消火栓水量等調査報告書

１　水道局関係
公設消火栓・消火

又は公共演習用

私設消火栓・消火

又は公共演習用

工水消火栓・消火

又は公共演習用
２　漏水減額水量 ３　その他

平成　　年　　月分

○○水道センター


